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新聞の訪問販売
長年、同じ新聞を購読しています。最近他紙の訪問を
受け、「５年間の契約をすれば、景品はテレビ」と言わ
れ変更を考えていますが、注意することはあります
か？（70代・男性）

　

長
期
間
の
新
聞
の
購
読
契
約

を
し
た
場
合
、
中
途
解
約
で
の

ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
起
き
て
い
ま

す
。
特
に
高
齢
者
の
契
約
で
は
、「
入
院
な
ど

を
理
由
に
解
約
を
申
し
出
た
が
、
応
じ
て
く

れ
な
い
」「
中
途
解
約
で
き
た
が
、
高
額
な

解
約
料
や
景
品
代
を
請
求
さ
れ
た
」
な
ど
の

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
の
景
品
は
「
テ
レ
ビ
」
で
す
が
、

新
聞
の
購
読
契
約
で
提
供
し
て
よ
い
景
品
の

上
限
額
は
、
取
引
価
格
の
８
％
ま
た
は
６
か

月
分
の
購
読
料
の
８
％
の
い
ず
れ
か
低
い
金

額
（
通
常
は
最
高
で
２
０
０
０
円
程
度
）
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
テ
レ
ビ
」
は
景
品
の
上
限
額
を
超
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
違
法
な
景
品
が

提
供
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
状
で
は
「
契
約

の
取
消
し
」「
景
品
や
そ
の
代
金
の
返
還
」

に
つ
い
て
の
定
め
が
無
い
た
め
、
直
ち
に
解

約
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
が
過
ぎ

て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
一
方
的

な
解
約
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
長
期
間
に
わ

た
る
購
読
契
約
に
は
、
十
分
注
意
が
必
要
で

す
。 景

品
に
つ
ら
れ
な
い
で
！

景
品
に
つ
ら
れ
な
い
で
！
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小
型
家
電
を
回
収
し
ま
す

　

市
で
は
２
月
よ
り
、
市
内
６
カ
所

に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
、
小

型
家
電
を
回
収
し
ま
す
。

　

小
型
家
電
（
特
に
携
帯
電
話
や
ハ

イ
テ
ク
機
器
）
に
は
、
レ
ア
メ
タ
ル

な
ど
の
金
属
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
は
日
本
の
産
業
に
欠

か
せ
な
い
重
要
な
資
源
と
な
っ
て
い

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
家
庭
に
眠
っ
て

い
る
小
型
家
電
を
も
う
一
度
資
源
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
る
た
め
、
回

収
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
伊
奈
庁
舎

・
谷
和
原
庁
舎

・
伊
奈
公
民
館

・
谷
和
原
公
民
館

・
谷
和
原
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
図
書
館

小
型
家
電
っ
て
ど
ん
な
も
の
？

　

小
型
家
電
と
は
、
30
㎝
×
15
㎝
以

下
（
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
投
入
で
き
る

も
の
）
の
電
気
や
電
池
で
、
動
く
使

用
済
み
の
家
庭
用
小
型
家
電
の
こ
と

で
す
。

（
例
）
携
帯
電
話
、
ゲ
ー
ム
機
、
デ

ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、

音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
カ
ー
ナ
ビ
、
電

卓
な
ど

　

こ
れ
ら
は
一
例
で
あ
り
、
排
出
禁

止
物
以
外
の
も
の
で
、
回
収
ボ
ッ
ク

ス
に
入
る
大
き
さ
の
家
電
製
品
で
あ

れ
ば
対
象
と
な
り
ま
す
。

回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
の
排
出
時
の
注
意

・
袋
や
箱
か
ら
出
し
て
、
回
収
ボ
ッ

　

ク
ス
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

・
携
帯
電
話
な
ど
個
人
情
報
が
含
ま

　

れ
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
デ
ー

　

タ
を
削
除
し
て
か
ら
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。

・
電
池
な
ど
は
取
り
外
し
て
か
ら
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

・
回
収
ボ
ッ
ク
ス
に
入
ら
な
い
も
の

　

は
、
従
来
ど
お
り
の
方
法
で
排
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

■
以
下
の
も
の
は
排
出
禁
止
で
す

・
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
品
目

回
収
ボ
ッ
ク
ス
設
置
場
所

・
パ
ソ
コ
ン
本
体
（
パ
ソ
コ
ン
用
デ
ィ

　

ス
プ
レ
イ
含
む
）

・
乾
電
池
、
蛍
光
灯
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無
許
可
の
不
用
品
回
収
業
者
に
は

 

絶
対
に
渡
さ
な
い

　

不
要
に
な
っ
た
家
電
製
品
を
処
分

す
る
と
き
は
、
廃
棄
物
処
理
法
の
許

可
を
得
て
な
い
無
許
可
の
不
用
品
回

収
業
者
に
は
、
絶
対
に
渡
さ
な
い
で

く
だ
さ
い
。

　

軽
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
で
一
般
家
庭
や

事
業
所
な
ど
を
回
り
戸
別
回
収
し
た

り
、
空
き
地
な
ど
特
定
の
場
所
を
指

定
し
て
持
ち
込
ま
せ
た
り
、
チ
ラ
シ

を
配
布
し
た
り
し
て
使
用
済
み
の
家

電
製
品
な
ど
を
回
収
す
る
業
者
の
ほ

と
ん
ど
は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬

業
の
許
可
や
市
の
委
託
を
受
け
て
お

ら
ず
、
廃
棄
物
処
理
法
に
抵
触
す
る

も
の
で
す
。

　

家
電
製
品
に
は
フ
ロ
ン
ガ
ス
や
鉛

な
ど
の
有
害
物
質
を
含
む
も
の
が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
不
用
品
回
収
業
者
に

回
収
さ
れ
た
も
の
は
、
適
正
な
処
理

が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
せ

ん
。小
型
家
電
は
回
収
ボ
ッ
ク
ス
へ
、

そ
の
他
は
市
が
指
定
す
る
事
業
者
に

引
き
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

テ
レ
ビ
や
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
・

冷
凍
庫
、
洗
濯
機
・
乾
燥
機
と
い
っ

た
家
電
4
品
目
の
回
収
は
、
家
電
リ

サ
イ
ク
ル
法
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
排

出
す
る
か
、
買
替
え
を
し
た
家
電
販

売
店
へ
引
き
渡
し
ま
し
ょ
う
。
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